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償
却
資
産
は
、
会
社
や
個
人
で
工

場
や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
人

や
、
駐
車
場
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
を
貸

し
付
け
て
い
る
人
が
、
そ
の
事
業
の

た
め
に
用
い
て
い
る
建
物
付
属
設

備
、
構
築
物
、
工
具
・
機
械
、
備
品

な
ど
で
す
（
下
記
例
参
照
）
。

　
こ
れ
ら
は
固
定
資
産
税
の
課
税
対

象
と
な
り
ま
す
の
で
、
所
有
者
は
、

毎
年
１
月
１
日
現
在
の
所
有
状
況
を

資
産
が
所
在
す
る
市
町
村
に
申
告
す

る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
前
年
度
申
告
し
た
人
に
対

し
て
は
、
12
月
中
に
申
告
書
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
令
和
６
年
１
月
２
日

か
ら
令
和
７
年
１
月
１
日
ま
で
の
増

減
資
産
を
記
入
し
、
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
増
減
が
な
い
場
合
や
事
業
を

廃
止
し
た
場
合
も
申
告
が
必
要
で

す
。
初
め
て
申
告
す
る
人
で
、
申
告

書
が
必
要
な
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

提�

出
期
間　
令
和
７
年
１
月
６
日
㈪

〜
24
日
㈮
の
平
日

※�

法
定
期
限
は
１
月
31
日
㈮
で
す

が
、
早
め
の
提
出
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

　　

　
固
定
資
産
の
建
物
に
対
す
る
課
税

は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
有
無
で

決
ま
り
ま
す
。
住
宅
や
工
場
、
物
置

な
ど
の
建
物
を
壊
し
た
場
合
は
、
届

け
出
が
必
要
で
す
。
届
け
出
が
な
い

と
来
年
度
も
固
定
資
産
税
が
課
税
さ

れ
ま
す
。

　
既
に
取
り
壊
し
て
い
る
、
ま
た
は

年
内
に
取
り
壊
す
予
定
が
あ
る
場
合

は
、
必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。　

　
申
告
と
届
け
出
は
、
税
務
課
（
笠

懸
庁
舎
）
、
大
間
々
市
民
生
活
課
、

東
市
民
生
活
課
で
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
ま
た
、
償
却
資
産
の
申
告
は
、

郵
送
や
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
電
子
申

告
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

償
却
資
産
や
建
物
の
取
り
壊
し
な
ど

固
定
資
産
に
関
す
る

申
告
と
届
け
出
を
忘
れ
ず
に

問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課
☎

（76）
０
９
６
４

　売電目的や工場・事務所の屋根などに設置した太陽
光発電設備は、償却資産の申告が必要です。
　太陽光発電設備を所有している人は、設置状況を確
認し、対象となる場合は、１月末までに申告してくだ
さい。

※�所有する太陽光発電設備などが償却資産の申告の対
象となるか分からない場合や、申

　告方法・特例制度など不明な点が
　ありましたら、お問い合わせくだ
　さい。

対象となる償却資産の例対象となる償却資産の例

設置者 申告が必要となる場合

法人 事業の用に供している資産となり、売電の有無に関係なく償却資産として申告の対象です。

個人
（個人事業主）

店舗やアパート、農業など事業を営む人が、その事業のために太陽光発電施設を設置した場合は、
事業の用に供している資産となり、売電の有無に関係なく償却資産として申告の対象となります。
また、新たに売電事業を始めた人も申告の対象です。

個人
（住宅用）

住宅用太陽光発電設備を事業の用に供している場合は、償却資産として申告の対象となります。
発電出力が10キロワット以上の余剰売電設備も申告の対象です。

事業用・売電目的の太陽光発電設備は申告が必要です

◆
理
容
所
・
美
容
室

　

�

理
・
美
容
椅
子
、
洗
面
設

備
、
サ
イ
ン
ポ
ー
ル
な
ど

◆
小
売
店

　
商
品
陳
列
ケ
ー
ス
、
冷
蔵
ス

　
ト
ッ
カ
ー
、
自
動
販
売
機
、

　
冷
蔵
庫
な
ど

◆
飲
食
店　

　

�

調
理
設
備
、
レ
ジ
ス
タ
ー
、

冷
蔵
庫
な
ど

◆
医
院

　
ベ
ッ
ド
、
手
術
台
、
Ｘ
線
装

　
置
、
調
剤
機
器
な
ど

◆
不
動
産
賃
貸
業
（
駐
車
場
・

　

ア
パ
ー
ト
の
貸
付
業
）

　
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
、
植
栽

　
な
ど
の
外
構
工
事
な
ど

◆
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド

　

オ
イ
ル
チ
ェ
ン
ジ
ャ
ー
、
洗

　

�

車
機
、
ガ
ソ
リ
ン
計
量
器
、

照
明
設
備
な
ど

◆
建
設
業

　

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
、
ポ
ン
プ
、

　
ポ
ー
タ
ブ
ル
発
電
機
、
パ
ワ

　
ー
シ
ョ
ベ
ル
な
ど

◆
工
場

　

�

各
種
製
造
設
備
（
旋
盤
、
金

型
、
プ
レ
ス
機
な
ど
）
、
受

変
電
設
備
な
ど

◆
ホ
テ
ル
・
旅
館

　
客
室
備
品
、
ボ
イ
ラ
ー
な
ど

◆
売
電
事
業

　

�

事
業
と
し
て
の
太
陽
光
発
電

設
備
な
ど

❖�

償
却
資
産
の
申
告
は

　

１
月
24
日
㈮
ま
で
に

❖�
建
物
を
壊
し
た
ら

　

忘
れ
ず
に
届
け
出
を

❖
申
告
と
届
け
出
は

　

最
寄
り
の
庁
舎
・
支
所
へ ☝市 HP

https://www.city.midori.gunma.jp/kurashi/1001619/1001703/1002032.html



